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１ いじめ問題に関する基本的な考え方 

（１）いじめの定義 （いじめ防止対策推進法第２条） 

いじめとは、「学校に在籍する児童又は生徒（以下、「児童等」という。）に対し

て、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある

他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるもの」をいう。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本理念 （いじめ防止対策推進法第３条）  

①いじめの防止等の対策は、いじめが全ての児童に関係する問題であることを鑑み、児童が

安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行

われなくなるようにすることを旨とする。  

②いじめの防止等のための対策は、全ての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行

われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童の

心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨とする。  

③いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが

特に重要であることを認識しつつ、教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者の

連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。  

（３）いじめの禁止 （いじめ防止対策推進法第４条）  

いじめは絶対に許されない行為であり、全ての児童はいじめを行ってはならない。  

（４）学校及び学校の教職員の責務 （いじめ防止対策推進法第８条）  

本校及び本校の教職員は上記（２）の基本理念にのっとり、本校に在籍する児童の保護

者、スクールカウンセラーと常に連携を図る。また、学校全体でいじめの防止及び早期発見

墨田区立第三寺島小学校 

いじめ防止基本方針 

＜いじめの特徴＞ 

１ いじめの初期は、言葉の暴力からはじまる 

 ・きもい・くさい・むかつく・死ね・うざい・汚い・ばい菌など 

２ いじめとふざけの境界線がわかりにくく、事実が見えにくい 

 ・プロレスごっこやふざけごっこなどの遊びなどから、罪悪感がなく発展する。 

３ 集団化してくる 

 ・自分がいじめられることを恐れ、いじめる側が集団化してくる。 

４ 長期化すると陰湿化・悪質化する 

 ・いじめに気付かないままでいると、執拗に、巧妙に長期にわたっていじめを続ける。 

５ 立場が変化する 

 ・いじめられる側が何かのきっかけでいじめる側になることがある。またその逆もある。 

６ 犯罪行為や不登校、自殺に追い込んでしまうことがある 

 ・暴行、傷害等の犯罪行為を行い、被害者を不登校や自殺にまで追い込んでしまうことが

ある。 

７ 教師の言動がいじめを誘発することがある 

 ・教師の不用意な発言や児童への接し方が、児童をいじめの対象にしてしまう。 
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に取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切か

つ迅速にこれに 対処する責務がある。  

（５）保護者の責務等 （いじめ防止対策推進法第９条）  

①保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童がい

じめを行うことのないよう、当該児童に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な

指導を行うよう努める。  

②保護者は、その保護する児童がいじめを受けた場合には、適切に当該児童をいじめから保

護する。  

③保護者は、本校が講じるいじめの防止等のための措置に協力するように努める。  

④上記①の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解するも

のではなく、また、上記③の規定は、いじめの防止等に関する本校の責任を軽減するもの

ではない。 

 

２ 本校における具体的な取組 

（１）児童や学級集団を伸ばすための年間計画 

月 心や規律を育てる活動 調査など 

４ ・いじめ防止プログラムを活用した道徳の授業 

 （道徳年間計画による） 

・１年生を迎える会 

・教育心理検査（I-check） 

５ ・道徳授業地区公開講座  

６ ・いじめ防止授業① ・ふれあい月間 

（いじめ調査アンケート） 

・５年全員面談開始 

７  ・教育心理検査分析 

９ ・友達との関わり方（学活）  

１０   

１１ ・いじめ防止授業② 

・いじめ防止授業地域公開講座① 

 

・教育心理検査（I-check） 

・ふれあい月間 

（いじめ調査アンケート） 

・教育心理検査分析 

１ ・いじめ防止授業③  

２ ・６年生を送る会 

 

・ふれあい月間 

（いじめ調査アンケート） 

 

（２）段階に応じた取組 

保護者・地域及び関係機関と連携して、①未然防止、②早期発見、③早期対応、④重大事態

への対処の４つの段階に応じて、いじめの防止等に向けた効果的な取組を行う。 

 ①未然防止 

・学校全体に「いじめは絶対に許されない」という意識を高める。 

・各教科等の授業における規律正しい態度や、道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験

活動などの推進等により、いじめを行わない態度を養う。 

・児童がいじめ防止について主体的に考え、いじめ防止を訴えるような取組を推進する。 



生活 8－3 

 

・校内研修等を通じて教職員の資質を向上する。 

・生活指導夕会にて、気になる児童の情報をこまめに共有する。 

・インターネットによるいじめの防止のための啓発活動を行う。 

・個人面談や教育相談、学校便りなどを通じた家庭との連携・協力を強化する。 

 

②早期発見 

・児童の発するいじめに関するサイン等の観察に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎月月末に校内いじめ防止・不登校連絡会を開き、現状報告する。 

・定期的なアンケート調査や教育相談の実施等による早期のいじめの実態把握とともに、児 

童がいじめを訴えやすい学校体制を整備する。 

・保健室や相談室等の利用や電話相談窓口の周知等による相談体制を整備する。 

・通常の夕会や生活指導夕会、特別支援全体会などを活用し、いじめに関する情報を全教職員

で共有化する。 

・教育心理検査（I-check）を分析し、心配な児童については全職員で看取りや声かけをす

る。 

・保護者や児童館、地域住民等からのいじめに関する情報の収集に努める。 

 

③早期対応 

・いじめを発見した場合、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織として対応する。 

・いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。 

○登校     ・登校時刻が遅れがちである。 

        ・表情が暗く、あいさつの声が小さい。 

○健康観察   ・欠席や遅刻が続いたり、頭痛や腹痛が続いたりしている。 

        ・話しかけても目を合わせようとしない。 

○授業中    ・おどおどした様子が見られる。 

        ・発表を笑われたり、からかわれたりしている。 

        ・班やグループを作るときに孤立している。 

        ・机が離されていたり、配布物がとばされたりしている。 

        ・教科書やノートに落書きが多く見られる。 

○休み時間   ・遊んでいるときにも笑顔が少なく、表情が暗い。 

        ・周りからちょっかいを出されている。 

        ・保健室や職員室に出入りすることが多い。 

○給食・清掃  ・給食配膳時に避けられる様子が見られる。 

        ・給食の食べ残しが多い。 

        ・周囲の友達と会話が弾まない。 

        ・準備や片付けなど、仕事を押しつけられている。 

        ・清掃時に机を運んでもらえない。 

○下校     ・下校時刻になっても学校に残ろうとする。 

        ・1 人で帰ることが多い。 

○その他    ・作品や掲示物、机等に落書きや破損が見られる。 

        ・持ち物が隠されたりなくなったりすることがある。 

        ・急激な学習意欲の低下が見られる。 
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・いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。 

・教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめた児童を指導する。 

・いじめを見ていた児童に対して、自分の問題として捉えさせる取組やいじめを撲滅する取組

を行う。 

・いじめを解決するための保護者への支援・助言を行う。 

・学校便りや保護者会の開催など保護者と情報を共有する。 

・関係機関や専門家等と相談・連携して対応する。 

・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については警察と連携して対応

する。 

 

④重大事態への対処 

・いじめられた児童の安全を確保する。 

・いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。 

・いじめに関する情報を保護者等に伝えるとともに、解決に向けて連携して取り組む。 

・必要に応じ、児童や保護者等への心のケアを行う。 

・関係機関や専門家等との相談・連携による対処を行う。 

・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については警察との連携による

対処を行う。 

・重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施及び教育委員会が行う調査に協力す

る。 

・重大事態発生について教育委員会や区長に報告する。 

・報告された重大事態の調査結果についての区長の調査（再調査）に協力する。 

 

（３）組織的な対応 

いじめ対策委員会 

委員長 校長 

副委員長 副校長・生活指導主任・いじめ対策コーディネーター 

委員 加害児童及び被害児童担任・生活指導部員・養護教諭 

特別委員 ※必要に応じて、以下の者を特別委員として招集する。  

・主幹教諭  ・スクールカウンセラー（ＳＣ）  

・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 等の外部機関 
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（４）いじめ対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの発見・発覚・訴え 

   

 発見者→担任 

 

 担任→管理職・ 

生活指導主任 

  

いじめ対策組織 

校長・副校長・生活指導主任・ 

生活指導部員・養護教諭・加害

児童及び被害児童担任 

  

事実確認・一次指導 

  

事実の確定 

  

事実の共有・二次指導 

  

経過観察・背景改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定の解消 

  

解消 

【組織的な対応】  

いじめを発見したり、通報を受けたりした教職員は、一人で抱え込まずに、

直ちに「いじめ対策委員会」に報告する 。「いじめ対策委員会」では最も効

果の高い組織的な取組を検討する 。 

【立場に応じた事実確認】  

①いじめを受けている児童  ②いじめている児童 

③いじめを見て楽しんでいる児童  ④いじめを傍観している児童 

※ 立場の違う者どうしを同席させての事実確認は行わない  

【事情を聞く時のポイント】  

①いじめを受けている児童 

心情を受け止め、励まし勇気付ける、訴え出る勇気が再発を防ぐ  

②いじめている児童 

相手の立場に立った考え方をさせる中で事実確認をする。  

③いじめを見て楽しんでいる児童＋④いじめを傍観している児童  

当事者意識をもたせる、当事者外からの客観的な事実をつかむ  

【確認すべき内容】～ 具体的事実の確認と心情面の理解を～ 

いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことを、どのくらいの頻度で どんなつ

もりで、どのように受け止めているか、今後どうするか、等  

【保護者と協働体制で】  

いじめの発見や訴えがあった直後から当事者の子どもの保護者にはきちんと

した情報提供をする、事実確認の経過や関係する子どもの心情を伝えるととも

に学校としての指導の見通しを伝えること  

【教育委員会への連絡・他機関連携】  

いじめ行為に触法性がある場合や、いじめの背景に虐待等の福祉要因が認め

られる場合は、当初から関係機関との連携を視野に入れた指導の流れを考え

る。状況によっては、校長・副校長が、この時点で教育委員会に第一報を入れ

る。 

【教育委員会への報告・連絡・相談】  

校長（いじめ対策委員長）は、区教委へいじめの事実を報告する。学校にとっ

て都合のよいことも悪いことも含め、包み隠さず報告する。 

【二次指導のポイント】  

・最大の課題は、再発防止  

・いじめた児童とその保護者が、いじめの事実を認めること  

・いじめを受けた児童とその保護者が、事後の生活に勇気がもてること 

①いじめを受けた児童に対して  

定期的な声掛け、定期相談を計画、生活記録に注目、何でもないときの家庭連絡、ＳＣや養護教諭との連結、  

友人関係の調整、気になる事柄を訴え出られるように支援、等  

②いじめた児童に対して  

行動改善の示唆と支援、いじめをする背景のアセスメント、友人関係の調整、陰湿な行動に変化しないよう観  

察、定期面談や行動改善に向けた特別な活動を計画、等  

③いじめを見て楽しんでいる児童  

いじめを生んでいる雰囲気そのものであることを指摘、よりよい集団づくりのための役割を分担、等  

④いじめを傍観している子児童 

いじめられている子の立場に立ち勇気をもって行動するよう示唆、教職員以外のモニターとしての役割、等 

【いじめの表れが消失】  

表れとしてのいじめが消失し、本人が不安なく学校生活が送れる状況 

【いじめられた子の本人らしさが表出】  

いじめられた子が、自然に自分らしく活動できるようになった状況 
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※いじめ対応記録表を用いて、適切に対処すると共に関係機関と連携を取り、確実に報告を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保健室でけが・軽微ないじめ（いじめにつながるような行動）を発見した場合の対応 

 

 

当該児童が 
担任に報告 

養護教諭に 
担任が確認 

担任が児童に 
聞き取る 

担任と養護教諭で情報 

を共有し、確認 

児童から担任に報告する場合は、内容を正確に伝えるように指導を徹底 

けが・いじめにつながるような行動を発見 

養護教諭が 
担任に報告 

担任が児童に 
聞き取る 


